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令和６年11月15日
１　スポーツ優秀選手・団体賞

三木市における体育・スポーツの競技成績が特に顕著であるものの中から、次の基準に基づき、権威あるものに厳選するものとする。

⑴　中学生及び高校生選手

①　対象は、市内学校在籍者とする。団体は、市内の学校又は本市を活動拠点とする団体に限る。

②　総体において県大会優勝、近畿大会３位以内又は全国大会８位以内の成績を収めた選手及び団体とする。

③　学年別及び１・２年生のみを対象とした大会は該当しない。ただし、総体・国民スポーツ大会はこの限りでない。

④　駅伝競走は、団体種目とみなし、区間賞は該当しない。

⑤　上記②及び③に該当するものは、市内在住者又は本市に住民登録をしている者も対象とする。ただし個人種目に限る。
⑥　その他、上記に該当しない成績等で選考委員会が認めたもの。

⑵　一般選手

①　対象は、市内在住者、本市に住民登録をしている者又は市内在勤者とする。ただし、団体は本市を活動拠点とする団体であること。

②　前項第②号に相当する大会(注1)において県大会優勝、近畿大会３位以内又は全国大会８位以内の成績を収めた選手及び団体であること。

③　最も権威のある大会で実力順にブロック制を設けている大会にあっては、最強ブロックに出場した選手及び団体に限る。

④　その他は、中学生及び高校生選手に関する選考基準に準ずる。

２　スポーツ奨励賞

今後の選手の励みとなるよう、次の基準に基づき選考するものとする。

⑴　小学生・中学生・高校生選手

①　対象は、市内学校在籍者、市内在住者、又は本市に住民登録をしている者とする。団体は、市内の学校又は本市を活動拠点とする団体に限る。

②　総体及びそれに準ずる公的大会において、個人は県大会３位以内、近畿大会又は全国大会８位以内であること。団体は県大会、近畿大会又は全国大会８位以内の成績を収めたものであること。

③　新人戦及び学年別・年齢別の大会において個人は県大会優勝、近畿大会３位以内又は全国大会８位以内。団体は県大会３位以内、近畿大会３位以内又は全国大会８位以内の成績を収めたものであること。
④　駅伝競走は、団体種目とみなし、区間賞は該当しない。
⑤　競技大会においてオープン種目(注2)は該当しない。
⑥　選抜された選手においては、全国大会３位以内の成績を収めたものであること。
⑦　上記②及び③において、予選大会又は標準記録が設けられていない大会にあっ
ては、入賞順位の２倍以上の出場者（団体）がある場合のみ該当とする。

⑧　その他、上記に該当しない成績等で選考委員会が認めたもの。

⑵　一般選手

①　対象は、本市を活動拠点とする個人若しくは団体又は市外団体等に所属する市
内在住者若しくは本市に住民登録をしている者とする。
②　スポーツ優秀選手・団体賞の(2)の②に準ずる県大会において個人、団体とも優勝、近畿大会３位以内又は全国大会８位以内であること。また、その大会が実力順でブロック制を設けている場合は、最強ブロックでの成績とする。
③　レクリエーションスポーツについては、三木市スポーツ協会加盟団体の種目を対象とし、選考基準１の(1)の②に相当する大会(注1)で近畿大会３位、全国大会８位以内の成績を収めた個人及び団体とする。

④　年齢別に区分のある大会、且つこの規定に該当する大会は、２の(2)の③の基準とする。

⑤　選抜された選手においては、全国大会３位以内の成績を収めたものであること。
⑥　上記②から④において、予選大会又は標準記録が設けられていない大会にあっ
ては、入賞順位の２倍以上の出場者（団体）がある場合のみ該当とする。

⑦　その他、上記に該当しない成績等で選考委員会が認めたもの。

３　特別賞

上記１又は２で該当しないものであるが、特別に表彰するに値する成績(注3)で選考委員会が認めたもの。

４　その他

⑴　この基準の対象となるものは、兵庫県（国又は近畿）スポーツ協会（各単位協会を含む。）又は兵庫県教育委員会（文部科学省等）が主催又は共催する大会であることとする。

⑵　障がい者スポーツ競技大会は、選考基準１、２又は３で選考し、公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会の関連団体種目を対象とする。
(注1)　「１の(1)の②及び、１の(2)の②に相当する大会」とは、最終全国大会に通ずる大会で参加対象の制限、年齢別の区分がなく、各競技種目における実質の順位を決定する大会をいう。

(注2)　「オープン種目」とは、だれでもが参加することが可能な大会で公認競技でないもの、或いは公開競技をいう。

(注3)　特に権威のある大会での成績であることとする。

